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父母と学校花関する研究は，これまでにも数多くみられる。そのほとんどは，父母と学校との

協力関係の確立を提起しているという点で，共通点を有している。父母と学校との協力関係が確

立される乙とは，学校にとっても父母にとっても意義があるからである。しかしもう一方で，乙

の協力関係とはどのような内容を含んでいるのかは不明確であることが多い。さらに実際には，

父母と学校との合意にもとづく協力関係を確立していくには，多くの困難がある。その結果，父

母と学校との関係には，依然、として多くの問題が残されている。

乙のように，協力関係の確立がつねに意識されていながら，協力関係改善の現実的方策は少な

い。その要因のーっとしては，従来の研究における，父母と学校との関係原理の認識の不十分さ，

あるいは協力関係の内容の不明確さが指摘されるであろう。従来の研究は協力関係確立の必要性

を強調する一方で，その具体的な内容やその基礎となる父母と学校との関係原理の究明にまでは

必ずしも十分に至っていたとはいえない(1)。

そ乙で本稿では，まず学校制度l乙おける父母の位置づけから父母と学校との関係原理をとらえ，

そ乙 iζ存在する問題点を指摘する。そじてその問題点iζ基づいて，新たな協力体制をどのよう iζ

構築していくべきかについて提起していきたい。

1. 日本の学校制度における父母の位置づけ

(1) 学校制度iζおける「父母Jの欠落

日本の学校制度における父母の位置づけにおいて最も特徴的であるのは，学校制度において父

母はあくまでも部外者であり，その位置づけが学校制度の中にはほとんど見出せないということ

である。たしかに，教育委員会制度によって，地域住民の教育意思が反映される仕組みは存在す

るが，学校という単位で見た場合には，教育委員会を通じての教育意思の表明も間接的であり，

部外者的iζならざるを得なし 1。現実lζは，父母は学校制度において，その教育意思を反映させる

機会をト分iζは与えられていないのであり， したがって学校を一つの経営体と見た場合には，当

然のことながら父母はその経営に参加する者とはなっていないのである(2)。

こうした状況は，自本の学校制度の歴史的展開と密接に関連しているといえる。

現行の学校制度は，明治期の国家による諸制度整備の過程において，教育を臣民の義務として
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位置づけた上で，いわば「上からJつくられており，その意味では「国家主導型JI乙属するとい

える。そのために，教育行政の側，あるいは学校の側には，父母・住民との共同責任において学

校を形成していくという思想にはなじみがなく，他方，父母の側においてもそうした学校制度の

中で形成されてきた「学校信仰JIC基づく「学校まかせ」の態度が一般的である。つまり，両者

ともに学校制度において父母がその教育意思を反映させるのに必要な位置づけとは無縁なままに，

中央集権的な学校制度が展開されてきたという歴史を持っている。

しかし， I学校まかせj とは言っても，父母は学校教育に対してつねに多大な関心を寄せてい

るし，何よりも我が子の学校での生活が気にかかるというのが現実である。父母は，第一の教育

権者で‘あるという乙と以上IC，実にさまさまな形で，潜在的i乙学校教育に対する強烈な教育意思

を抱き続けてきたのである。従来，こうした教育意思を顕在化させなかったのは，父母の学校iζ

対する信頼感であったといえよう。

(2) r学校後援会Jとしての PTA

学校への信頼感にもとづく「学校まかせ」の中で，積極的に父母が学校に対し発言でき，父母

の教育意思を反映できる可能性を持っている機関として考えられたのが， PTAである。

関知のとおり， PTAは戦後教育改革の中で，アメリカ占領軍の民間情報教育局 (C1 E)の

勧告により文部省が出した「父母と先生の会一教育民主化の手引-J (1947年 3月) Iζ始まり，

比較的短期間のうち iζ全国的iζ広まっていった社会教育団体であり，任意図体である。その目的

は，学校教育の民主化であり，教師と父母との対等な協力関係の確立で、あり，事実上は，父母の

学校運営への発言を促進させようとするものであった。ただし， 1947年の印父母と先生の会』

参考規約Jの第 7条には f直接に学校の管理や教員の人事i乙干渉するものではないJとの文

言が見られ，必ずしも学校運営全般に関する発言を促進させようとするものではなかった。

実際lζ，PTAはその発足当初から，必ずしも乙うした呂的を達成するということばかりが，

その主要な任務とはなり得ていなかったようである。むしろ，こうした呂的は，現実iζ はほとん

ど実現されなかったとさえ言える。戦後の学校施設整備のために，財政的な援助をすることに重

点が置かれていて，戦前からの「父兄会jや「保護者会」等のような「学校後援会j的な活動を

中心的iζ行うことを余儀なくされていたのであるは}。

乙うした歴史を持つ PTAは，いまでも「学校後援会」的な活動iζ終始しているとの指摘を受

けており，本来の目的を達成しているとは言い難い状況にある乙ともたびたび指摘されている。

実際には，学校行事の手伝いや PTA会員棺互の親睦・交流iζ活動の重点が置かれていて，父母

集団として集約された教育意思を学校に反映させるという，本来の活動は，表面的な交流活動に

よって脇へ押しやられているようである(4)。さらに場合によっては，学校側の管理体制の下請け

的な機能さえ果たしているとの報告も間かれる(5)。

このよう IC，父母の教育意思が学校lζ反映されることを呂的として設定されたはずの PTAIC
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おいても，父母の教育意思はほとんど反映されることがないままになっている。さらには，乙う

した PTAの形骸化の中で，最近では新設校などにおいて PTAを持たない学校ができ始めてい

たり. PTAの全国組織に加盟しない単位 PTA，郡市(区) P T A連合会も見られるようにな

ってきている(6)。ζ れは PTAが父母の発言の場としてはますます機能しにくくなってきている

乙との現れであり，また他方，教育行政による学校の管理強化iζ もとづいて 1960年代以降強ま

ってきた(7) と指摘される学校の閉鎖性の現れでもある。

2. 父母と学校をめぐる諸問題とその関係原理

(1) 父母の権利意識の欠如と「対立なき協力」関係

学校制度においては，いわば、忘れられた存在となっている父母は，学校とどのような結び、っき

方をしているのか，つまり，父母と学校とはどのような関係原理によって結は‘れているのだろう

か。

まず言える乙とは，日本の父母は一般に，自らが教育権を有しており，子ども iζ対する第一の

教育権者であるという意識がきわめて希薄であるということである(810 また，父母ーに限らず，社

会全体においてもこうした捉え方はほとんどなされていないということである。乙れは，日本の

学校教育iζおいて，歴史的に教育は臣民の義務としてとらえられていたことによるところが大きく，

伝統的な「学校の教育独占J( 9) Ic::.よって作られた父母の「学校信仰Jあるいは「学校まかせJか

ら生み出された状況であるといえよう。

そもそも，学校を信頼し，学校にすべてをまかせている場合には，自己の教育意思、を主張する

ということはあまり意識されず，父母にとって学校は，自らと対立する存在とはみなされなくな

る。そのような対立の対象とは捉え難い存在としての学校に対しては，当然、の乙とながら権利意

識は生じにくい。

とりわけ，和を尊び，対立を避けるという白本人的な傾向から，権利を主張するとか討論して

意思を貫徹するといったことがあまりなされない風土が，父母と学校との関係において見られで

も，決して不思議ではない。

したがって，乙のように父母がその権利を十分K認識していない場合には，本来対立すべき矛

居点や論争点が明確にされないまま，親睦や交流といった表面的な協力iζ重点が置かれてしまう。

乙乙花は，いわば「対立なき協力j関係が存在している。

確かに，権利を主張する ζ とによって，対立は表面化するし，必ずしも父母と教師とが笑顔で

接するといった場面ばかりではなくなるであろう。しかし，立場が異なり，教育意思も異なる父

母と学校(10) との間では，その対立点をしっかりと見据え，論議を尽くした上で協力体制を築い

ていく乙とが重要である。乙うした緊張関係を経ていなければ，共毘で責任を負っていくという

双方の意識は明確になってこないだろうし，そうした対立を避け，問題点を隠したままの協力は
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何ら問題の本質的な解決にはつながらないといえよう。

日本でも最近になって，教師の体罰問題を契機lc，子どもの人権を擁護するという観点から，

父母の教育権についてしだいに活発な論議が起こってきている。父母の教育権iζ対して次第iζ 自

が向けられつつあるといえる。しかし，乙うした新たな流れにしても，学校に閉鎖的な体質があ

り，学校との直接的な接触が不十分なために，いまだ十分な成果は上がっていない。弁護士会の

応援や地域での研究サークルでの活動など，主iと学校の外側においてしか議論が展開されていな

いことが，現段階での限界といえるだろう。

(2) I一方的従属」関係の発生

上記のような「対立なき協力j関係が存在する場合には，父母と学校との協力体制において，

「父母の一方的従属J関係あるいは逆に「教員の一方的従属J関係が生じがちである(ilio これは

やはり，両者の間でのコミュニケーションが欠如しており，合意形成が図られていなし 1からである。

父母にとっては，その教育意思表明の機会が与えられていないし，また内申書のために教師に

いたいことが言えないという，いわゆる「子ども人質論Jもあり，なかなか積極的には発言し

にくい状況がある。こうしたことから， I対立なき協力J関係の場合，その「協力jは父母側の

一方的な奉仕活動であることが多くなる。それは，学校が協力的であるのは，父母の教育意思を

聞くためにではなく，父母iζお手伝いしてもらいたいという場合がほとんどであり，父母はこう

した学校からの要求には協力的であるからである。確かに，乙うした活動にも意義はあるが，こ

れのみで終わってしまっては「協力Jは一方的な奉仕活動にすぎないのである。

学校側は，教師と並ぶ，もう一方の教育の当事者である父母の教育意思を尊重してきたといえ

るだろうか。たとえ父母の教育要求がエゴイスティックであったとしても，また情報不足のため

に父母の考えが妥当性を欠いていても，学校は混沌とした父母の要求を整理し，誠実に対応して

いく努力をしなければならないだろう(12)。しかし，乙の点について，果たして乙れまで十分な努

力がなされてきたといえるであろうか。学校に協力してもらうという，一方通行の協力のみを求

める傾向が強かったのではないだろうか。乙うした中で，父母が対立を避け，学校の要求iζ従い，

「父母の一方的従属J関係が生じがちであるのは止むを得ないといえるだろう。

その結果として，父母は学校教育が自らの教育意思を満たさないとみなし，学校以外にその解

決の糸口を見出すという乙とにもなる。現在の塾の繁盛ぶりは，乙うした行きどころのない父母

の教育意思が振り向けられた結果としても捉える乙とができょう。

また逆iζ，場合によっては「教員の一方的従属J関係が生じることもある。乙れは教員との重

接的な話し合いを飛び越して，父母が教育委員会や校長iζ直訴する乙となどによって生じる。乙

れは，父母の強烈な教育意思の表明であるともいえるが，学校教育の公共性をわきまえない個人

的な苦情であるとも言え，手続き上の問題を残す。見方をかえれば，教員の教育意思、を踏みにじ

っているからであり，父母の教育権の濫用なのである。乙の場合，おうおうにして教育委員会や
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校長が父母の要求を一方的に取り込み，それに基づいて教員にある種の処分を下す乙とによって，

問題の本質的解決につながらないままに教員の教育意思は封じ込められてしまうといった事態も

生じる。

乙れらはいずれの場合も， I対立なき協力j関係の結果として生じる状況であり，父母と学校と

の合意形成が十分に図られない乙とから生じる問題である。これらのどちらの場合lζおいても，

一方の主張のみが優先され，もう一方の教育意思は排除されているからである。乙うした状態を

果たして「協力Jとか「連携」が成立している状況とみなせるだろうか。こうした解決が本質的な

解決となり，今後の同種の事態を回避する踏み台となり得るかという点では，きわめて悲観的に

ならざるを得ない。お互いに尊重し合い，良いところは生かしながらも，納得のいかないところ

については対立を辞せず十分に議論を重ね，合意を形成していくということが今まさに求められ

るのではないだろうか。

さらに言えば，乙うした状況からは，表面的な協力活動は展開されるが， しだいに父母の学校

不信が増大し，あるいは教員の父母不信も増大していくという結果しか生じないのではないだろ

うか。こうした問題状況は，いち早く，父母の学校制度における教育意思反映のシステムが確立

される乙とによって，すなわち，学校運営への父母参加によって改善されるべきであると考える。

3. 新たな協力体制の創造

(1) 学校自治の拡大

以上のような問題をはらんでいる日本における父母と学校との協力関係は，再構築されるべき

時期を迎えているといえよう。つまり，段す立なき協力j関係から「対立を越えた協力j関係への

転換が求められているのである(13)0 I対立を越えた協力j関係にもとづく新たな協力体制の佐立

は，父母と学校との合意システムの確立によって実現されるであろう。近年の，円、じめjや「体

罰Jなどに象徴される学校現場の状況や父母の学校教育に対する関心の一層の高まりは，まさに

父母と学校との合意形成システムの確立を急務としているのである。

そ乙で，日本の学校制度における合意形成システム確立の方途として，学校自治の拡大と父母

の権利・義務の明確化という 2点を指摘したい。

まず，学校告IJ度における合意形成システム確立のためには，その前提的課題として，学校自治

の拡大が求められるだろう。近年の呂本Kおいては，合意形成システムの確立を論ずる前提とし

て，学校の自治の拡大を論じる必要がある。それは，日本の学校が，依然として「管理された学

校J(14)と呼べる状況にあるからである。中央集権的で管理主義的な上命下服構造を変革すること

が，第一段階の作業として必要Kなると考える。

また，乙れまで日本において「学校の白治」といわれる場合には，必ずしも父母までを含み入

れたものとして考えられてきたわけではなかった。むしろ，教員の立場lζ立った上での「学校の
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自治」でしかなかったといえる。しかし，乙こではより積極的に父母と学校との合意形成システ

ムの確立という意味において， I学校の白治Jが求められなければならない(15)。つまり，父母が学

校経営iζ積極的花関わっていく乙とができるようなシステムおよびその雰囲気を形成していく基

盤として，学校lζ一定の裁量が与えられる必要があるということである。学校K裁量が与えられ

た場合，学校の自己責任は増大し，その自己責任を担う，父母・生徒をも含めた学校関係者の集

団は，その集屈における合意形成を求められるのである口

これは， 1970年代iζ西ドイツにおいて父母，生徒の学校経営参加が確立されていった際R:，そ

の契機としての役割を果たした， ドイツ教育審議会 (Deutscher Bildugsrat) の教育委員会

CBildungskomm ission)が出した勧告(16) の中でも指摘されている点である。同勧告では，各

学校の自律性が強化されること，その自律性を支える柱として，父母，生徒をも加えた学校関係

者全員の共同責任にもとづく合議制学校経営が実現される乙とが提起されていたのである(17 )。

父母と学校との合意形成システム確立には，まずこうした受け血としての学校自治の拡大が不

可欠である。

(2) 父母の権利・義務の明雄化

こうした学校自治の拡大を受け血とすると，第こには，その中身として，父母の権利・義務の

明篠化が進められるべきであろう。

乙れまで日本においても， I父母の教育権」については少なからず論議されてきた(18)。とくに有

名なのは，家永教科書裁判の杉本判決，高津判決における「国民の教育権」論や「国家の教育権j

論において，教員への「信託Jとか国家への「付託j という文脈で語られてきたものである。し

かし，こうしたこれまでの論議は，父母由有の教育意思にもとづいた「父母の教育権j という視

点、からみると，きわめて抽象的であり，観念的であったといえる。-殻1[.，父母の教育意思は個

別手IJ筈iζ も共同利害児も関わっており，広範にわたっている。父母はこうした教育意患の実現の

ための教育権を決して「白紙委任Jしているというわけではなし1からである。むしろ近年の動向

としては，父母独自の立場から積極的に学校に対して発言してい乙うとする方向に向かいつつあ

る(19) といえ，より現実iと即して具体的，実体的lζ 「父母の教育権jを規定していくことが求め

られるのである。

「対立を越えた協力j関係を実現していくためには，対立が単iと感情的なレベルで、終わらずに，

合理的な決着が見出せるように準備がなされている乙とが必要である。そのためには，父母の権

利・義務関係が明確に規定されていることが必要となる。

すでに教育紛争に関しては，今橋盛勝が指摘しているように(2DL従来の学校内部，あるいは教

育行政を含めた教育関係諸機関内部だけの教育法関係から，父母・生徒等も含めた，新たな教育

法関係へと変化してきている。乙うした意味では，日本においても，次第に「父母の教育権j確

立の方向へと向かい始めており，理論的整備への志向が出てきているといえる。今後はさらに，
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乙うした教育紛争という，いわば比較的非日常的な領域から，より日常的な領域へも教育権lζ対

する認識が広まってし 1く必要があるだろう。

その際には，父母国有の立場にもとづいた父母独自の教育意思が学校運営i乙反映されるという

視点から， 1父母の教青権jの中身を捉えていく必要がある。つまり， ζれまでの「父母の教育権j

論から方向転換をはかり，父母と学校との合意形成システム確立を目指して， 1父母の教育碓」が

理論化され， I可時に権利・義務関係が明確化されてし、く必要があるのである。そのためには，一つ

に，学校現場の実態lζ即して父母の権利と義務が整理されていくということが重要となってくる

だろう。それは，学校現場において合意形成が図られる際lζ，合意形成が学校現場の実態IcRiJし

ていなければ，その有効性は期待できなし、からである。

また他方では，諸外国の先進的な試みからも多くの示唆を得ることができるであろう。ドイツ

を始め，イギリス，フランス，イタリア，ソビエト，アメリカなどの先進諸外国においてはすで

に， 1父母の教育権jの理論的整備にもとづいて，さまざまな形で父母と学校との合意形成システ

ムづくりが試みられ，多くの経験が蓄積されてきているからである。

ただし，忘れてはならないのは，あくまでも議論の中心には，子どもの教育が置かれていなけ

ればならないということである。 f父母の教育権Jを論じる際lとは， 1子どもの人権Jあるいは「生

徒の教育をうける権利jを中心lζ捉えた論議となることが必要である。父母参加は子どもの年齢

が上がるにつれて，生徒参加へと移行していくべきであるからである。したがって父母参加は，

生徒参加との関連においてもとらえなければならない。

〔注〕

( 1 )次の論考においては，父母と学校との「関係のパターンJとして「組み合わせ関係JI結合

関係JIJ順序関係J1包含関係Jという 4つが提示されている。山本恒夫「教師と父母:・学校

と家庭J，山本恒夫編著『教師と父母の間一学校と家庭を結ぶ教育-J(シ 1)ーズ教育の間9)

P.4，ぎ‘ょうせい， 1990。 また次の論考では，明治以降の学校と家庭との関係を「対立・

疎遠j関係と「親和・依存」関係との変遷によって捉えている。山村賢明「学校と家庭の関

係ーその親和と疎遠の系譜-J， r児童心理J1990年12月臨時増刊号， P. 167 -72，金子

書房。

( 2 )結城忠は，以下のような指摘をしている。

「と乙ろで，そもそも殺は公教育制度の全体構造のなかでし、かなる位置を占め，その子の学校

教育について具体的にどのような権利を有しているのか。

乙れについてわが現行教育法制はほとんど語るところがないし，教育法学・教青行政学・

学校経営学などの学問分野iζおいても未だペンディングな課題iと属しているといってよい。」

(結城忠「親と教師J，真野宮雄・市川昭午編著『教育学講座18 教師・親・子どもJP.95-6，

学習研究社， 19790) 
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( 3 )伴京子 IPTAの起源と歴史一日米 PTAの比較J，佐々木保行編著『新しい PTA学入

内~親と教師の粋-J P. 10ーし明治図書， 1987 0 

また，昭和42年の社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」では「従前の

父母と先生の会 (PT A)の多くは，学校後援会的な事業iζ重点がおかれ，その面での役割

を果たしてきたが，乙の会結成の趣旨である児童生徒の幸福な成長をはかるための会員相互

の学習活動や社会活動等は，必ずしも十分に行なわれてきたとはいえない。j と指摘されてい

る。

( 4 )以下の文献には， PTAIζ対するさまざまな中傷の表現が解説されている。

馬居政幸「学校と PT Aj，吉本二郎編『講座学校学 6 学校をとりまく勢力JlP. 96-7， 

第一法規出版， 19880 

( 5 )一例として，以下の文献を参照されたい。

87関西集会記録編集委員会『学校へものを言う親になろう JP. 72-2，全国 PTA問題研

究会関西支部， 19880 

( 6 )日本 PTA全国協議会 rPTA基本調査報告書:JP. 6-7，日本PTA全国協議会， 19840 

( 7 )小島弘道「父母の参加による学校づくりム小島弘道編著『学校改革の課題一教育を変え

る力とは何か-JP'205-6，霞土社， 1985 0 

( 8 )ちなみに，西ドイツでは， I教育権者(Erziehungsberechtigte)jというのは「親 (Eltern)j 

を指す言葉である。

(9) T村哲夫「学校教育をめぐる親と教師j，rジュリスト J603号 (1976，1)，P'103-4，

有斐関。

(10) 日本 PTA全国協議会の川親と教師の教育観と子どもの心と行動の問題JIζ関する調査結

果報告書:J(1989 (平元)年)によると，父母と教師との間では，子どもの「心や行動の問

題点の原因と思われることj，I家庭教育は十分かどうかの意識j，r子どもの健全な育成のた

めに学校や教綿花望まれることj等iζ関して，相違が見られる。

(11)二関隆美「学校依存と学校不信の共存j，石堂豊他編『現代教育問題セミナー第 6巻 家庭

-地域JlP. 76-86，第一法規出販， 19880 

(12)兼子仁「学校lとたいする父母の発言権j，r季子IJ教育法』第13号(1974年秋号)， P. 33 -4， 

総合労働研究所。

( 13)山村賢明「家庭と学校の関係を問い直すーその教育機能と歪み-j， r児童心理J1988年

9月号， P. 12-3，金子書房。

(14)西ドイツでは， 1950年代後半から，学校の管理主義的な状況に対して「管理された学校

(die verwa ltete Schule) j との批判が沸き起こり，後の教員の教育の自由の確立や父母，

生徒による学校経営参加の法制化の発端となった。

(15)神田修「学校の自治の今日的意義と課題ーその形成と展開ム日本教育法学会編『講座教
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育法 5 学校の自治Jl 3 -29頁，エイデノレ研究所， 1981 0 

(16) Deutscher B ildungsrat， E mpfehl ungen der Bildungskommission， 2ur Reform 

von Organisation und Verwaltung im Bildungs問 sen， Teil Verstarkte Selb-

standigkeit der Schule und Partiz ipation der Lehrer， Schu ler und E ltern， 1973， 

S. 17. 

(17)天野正治・柳津良明「西ドイツにおける学校運営への父母の参加-全国的状況とプj、ト!の具

体的事例を手がかりに_.j， r教育JlNo.510 (1989，7)， P. 43-55，国土社。

(18)窪田員二「学校教育における殺の教育権j，真野宮雄・桑原敏明編著『教育権と教育制度j，

P. 109-140，第一法規出版， 19881C:::詳しい。

(9)昨年(1990年 8月)には，国立婦人教育会館(埼玉)で「子どもの人権・父母の教育権

全圏大会」が関かれ，全国から数多くの父母が参加した。また，父母の教育権確立のための

組織として，今橋盛勝は「学校父母会議(父母組合)jの結成を呼び掛けている(今橋盛勝「学

校父母会議(父母組合〉の結成を!父母:の教育権確立のためにj，r世界j第541号(1990，

5)， P. 23 -36，岩波書居)。

(20)今橋盛勝は教育法関係の主体iと着目して，教育紛争が「国・白治体，教育行政機関・学校，

教員・社会教育職員という教育関係諸機関内部の権能・権限と責任・義務をめぐる法関係」

としての「第一の教育法関係Jから， ，国・自治体，教育行政機関，教育機関と子ども・生徒・

学生・父母・住民・研究者・出版社等との法関係」としての「第二の教育法関係jへと変化

してきていると指摘している(今橋盛勝『教育法と法社会学Jlp.25-7，三省堂， 1983)。
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